
武岡
た け お か

台
だ い

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

高等部
こ う と う ぶ

 

生
せ い

徒
と

心
こ こ ろ

得
え

 
 

学校
がっこう

は集団
しゅうだん

の中
なか

で自
じ

分
ぶん

を鍛
きた

え、磨
みが

き、高
たか

める場
ば

です。 

みんなが楽
たの

しく学
がっ

校
こう

生
せい

活
かつ

を送
おく

るためには、みんながルールを守
まも

り、お互
たが

いに思
おも

いやりの気持
き も

ちを忘
わす

れないことが大切
たいせつ

です。積
せっ

極
きょく

的
てき

に協
きょう

力
りょく

して明
あか

るい秩
ちつ

序
じょ

の

ある学校
がっこう

を創
つく

り、社会
しゃかい

の一員
いちいん

として責任
せきにん

のある行動
こうどう

をとりましょう。 

 

 

 

高等部
こうとうぶ

の生活
せいかつ

目標
もくひょう

 

・ 人
ひと

より先
さき

に元
げん

気
き

で気
き

持
も

ち良
よ

いあいさつをしましょう。 

・ 丁寧
ていねい

な言
こと

葉
ば

遣
づか

いを心
こころ

掛
が

けましょう。 

・ ５分前
ふんまえ

に行動
こうどう

し、時間
じかん

を守
まも

りましょう。 

・ お互
たが

いを認
みと

め合
あ

い、いじめのない学
がっ

校
こう

にしましょう。 

 

令和
れいわ

８年度
ねんど
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Ⅰ 校内
こうない

生活
せいかつ

 

 １ 立
た

ち止
ど

まり、人
ひと

より先
さき

に元気
げんき

よくあいさつをする。 

 ２ 始
し

業
ぎょう

の合
あい

図
ず

と同
どう

時
じ

に授
じゅ

業
ぎょう

が始
はじ

められるよう、休み
やすみ

時間
じかん

の間
あいだ

に次
つぎ

の授業
じゅぎょう

の準備
じゅんび

やトイレ等
とう

を済
す

ませ、授
じゅ

業
ぎょう

開
かい

始
し

のチャイムが鳴
な

る前
まえ

に着
ちゃく

席
せき

して静
しず

か

に待
ま

つ。 

 ３ 語
ご

先
せん

後
ご

礼
れい

のあいさつを心
こころ

掛
が

ける。 

 ４ 校
こう

内
ない

の移
い

動
どう

は、原
げん

則
そく

として右
みぎ

側
がわ

を通
つう

行
こう

し、静
しず

かに行
おこな

う。（走
はし

ったり、他
ほか

の

人
ひと

の迷
めい

惑
わく

になるような危
き

険
けん

な行
こう

為
い

はしたりしない。） 

 ５ 校舎内
こうしゃない

では上履
うわば

きを使用
しよう

し、体育館
たいいくかん

では体育館
たいいくかん

シューズに履
は

き替
か

える。 

６ 立
た

ち入
い

りの禁
きん

止
し

されている場
ば

所
しょ

や人
ひと

のいない教
きょう

室
しつ

（自分
じぶん

のクラス以
い

外
がい

）へ

は入
はい

らない。 

７ 自分
じぶん

の学級
がっきゅう

以外
いがい

の教室
きょうしつ

に入室
にゅうしつ

する場合
ばあい

は、必
かなら

ず用
よう

件
けん

を伝
つた

え、許可
きょか

を得
え

る。 

＜教室
きょうしつ

に入
はい

るとき＞ 

① 「○年
ねん

○組
くみ

、○○です。」 

② 「○○先生
せんせい

に用事
ようじ

があります。入
はい

ってもよろしいですか。」 

③ 「失礼
しつれい

します。」 

＜教室
きょうしつ

から出
で

るとき＞ 

④ 「失礼
しつれい

しました。」 

 ８ 登校
とうこう

してから下校
げこう

するまで、許可
きょか

なく校外
こうがい

に出
で

ない。 

９ 校舎
こうしゃ

内外
ないがい

の整理
せいり

整頓
せいとん

に心
こころ

掛
が

け、施設
しせつ

、設備
せつび

、備品
びひん

等
とう

、公共物
こうきょうぶつ

は大切
たいせつ

にす

る。もし、破損
はそん

した場合
ばあい

は必
かなら

ず先
せん

生
せい

に報告
ほうこく

する。 

 10 所
しょ

持
じ

品
ひん

にはすべて記
き

名
めい

し、学校
がっこう

に必
ひつ

要
よう

以
い

外
がい

の金
きん

銭
せん

、物
ぶっ

品
ぴん

（遊
ゆう

戯
ぎ

道
どう

具
ぐ

、娯
ご

楽
らく

雑
ざっ

誌
し

、菓
か

子
し

等
とう

）は持
も

ってこない。 
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11 自動
じどう

販売機
はんばいき

は、買物
かいもの

学習
がくしゅう

など学習
がくしゅう

で必要
ひつよう

な場合
ばあい

に、先生
せんせい

の指示
し じ

に従
したが

って

利用
りよう

する。 

12 丁寧
ていねい

な言葉遣
ことばづか

いを心
こころ

掛
が

け、他
ほか

の人
ひと

への思
おも

いやりの気持
き も

ちをもって接
せっ

する。 

 

Ⅱ 通学
つうがく

 

１ 通学
つうがく

バス 

(1) 通学
つうがく

バス利用者
りようしゃ

は、５分前
ぷんまえ

にはバス停
てい

に到着
とうちゃく

し、静
しず

かにバスを待
ま

つ。 

(2) バス乗車後
じょうしゃご

は、シートベルトを装着
そうちゃく

して静
しず

かに待
ま

つ。離席
りせき

などはせず、

運
うん

転
てん

手
しゅ

やバス介
かい

助
じょ

職
しょく

員
いん

の指
し

示
じ

に従
したが

う。 

(3) バス降
こう

車
しゃ

後
ご

は、速
すみ

やかに教
きょう

室
しつ

に移
い

動
どう

する。（バスターミナル内
ない

は通
つう

行
こう

せ

ず、校
こう

舎
しゃ

沿
ぞ

いに移
い

動
どう

する）。 

 ２ 自主
じしゅ

通学
つうがく

 

(1) 通学
つうがく

については、出発
しゅっぱつ

・帰宅
きたく

の時刻
じこく

を定
さだ

め、申請
しんせい

した一定
いってい

の通学
つうがく

路
ろ

を

利用
りよう

する。 

(2) 登
とう

下校中
げこうちゅう

に事故
じ こ

等
とう

により問題
もんだい

が発生
はっせい

した場合
ばあい

、速
すみ

やかに保護者
ほ ご し ゃ

と学校
がっこう

に

連絡
れんらく

をする。 

(3) 登
とう

校
こう

したら朝
あさ

自
じ

習
しゅう

や清
せい

掃
そう

活
かつ

動
どう

などに積
せっ

極
きょく

的
てき

に取
と

り組
く

む。 
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Ⅲ 服装・身なりについて 

１ 服
ふく

装
そう

については、学
がっ

校
こう

指
し

定
てい

の制
せい

服
ふく

を着
ちゃく

用
よう

する。 

(1) 冬服
ふゆふく

（目安
めやす

時期
じ き

：１１月
がつ

初旬
しょじゅん

～） 

  学校
がっこう

指定
してい

のブレザー、高等部
こうとうぶ

指定
してい

長袖
ながそで

シャツ（白
しろ

）、 

スラックス又
また

はスカート、襟章
えりしょう

（青
あお

）、ネクタイ又
また

はリボン 

    

(2) 中間服
ちゅうかんふく

（目安
めやす

時期
じ き

：５月
がつ

初旬
しょじゅん

～、10月
がつ

中 旬
ちゅうじゅん

～） 

高等部
こうとうぶ

指定
してい

の長袖
ながそで

シャツ（白
しろ

）、スラックス又
また

はスカート、 

ネクタイ又
また

はリボン  ※冬服
ふゆふく

の上着
うわぎ

を脱
ぬ

いだ状態
じょうたい

 

            

 

 

 

(3) 夏服
なつふく

（目安
めやす

時期
じ き

：６月
がつ

初
しょ

旬
じゅん

～） 

  高等部
こうとうぶ

指定
してい

の半袖
はんそで

シャツ（白
しろ

）、スラックス又
また

はスカート 
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(4) 体育服
たいいくふく

・ジャージ・作業
さぎょう

服
ふく

 

    ・ いずれも高等部
こうとうぶ

指定
してい

のものを着用
ちゃくよう

する。 

２ 制
せい

服
ふく

は正
ただ

しく着
ちゃく

用
よう

する。 

(1) スラックスのベルトは必
かなら

ず付
つ

ける。ベルトの色
いろ

は地
じ

味
み

な色
いろ

目
め

のものとし、

へその高
たか

さでベルトをしめる。 

(2) スカートの長
なが

さは、ひざの中央
ちゅうおう

を標 準
ひょうじゅん

とする。（立膝
たてひざ

した際
さい

にスカー

トの裾
すそ

が床
ゆか

に触
ふ

れる長
なが

さ） 

(3) 長袖
ながそで

シャツはスラックスやスカートの中
なか

に入
い

れる。 

 ※ 半袖
はんそで

シャツについては、入
い

れなくてよい。 

(4) シャツの下
した

に着
き

る肌
はだ

着
ぎ

は派
は

手
で

な色
いろ

や柄
がら

のものを避
さ

け、衣服
いふく

の下
した

から見
み

え

ないようにする。 

(5) 長袖
ながそで

シャツは第
だい

１ボタンまで留
と

め、ネクタイ、リボンがたるまないように

首元
くびもと

までしっかりとしめる。半袖
はんそで

シャツは第
だい

１ボタンを開
あ

けて着用
ちゃくよう

して

も良
よ

い。 

(6) 靴下
くつした

は、派
は

手
で

な色
いろ

や柄
がら

のものを避
さ

ける。また、冬
とう

期
き

に限
かぎ

り黒
くろ

で無
む

地
じ

のタ

イツやスパッツ等
とう

の着用
ちゃくよう

を認
みと

める。 

 ３ 頭髪
とうはつ

は、常
つね

に清
せい

潔
けつ

に整
ととの

え、活動
かつどう

しやすい髪型
かみがた

を基本
きほん

とする。不自然
ふ し ぜ ん

な髪
かみ

の

手
て

入
い

れはしない。特
とく

に、次
つぎ

の事項
じこう

に留意
りゅうい

して本校
ほんこう

生徒
せいと

としての品位
ひんい

を保
たも

つよう

に努
つと

める。 

(1) 髪
かみ

は目
め

にかからないように注意
ちゅうい

し、長
なが

くなったらゴム等
とう

で結
むす

ぶようにす

る。（その際
さい

、派手
は で

なものは避
さ

けるようにする） 

(2)  染
せん

色
しょく

やパーマは認
みと

めない。 
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４ 防
ぼう

寒
かん

着
ぎ

・カバン等
とう

について 

(1) コートやマフラー、手袋
てぶくろ

等
とう

の防寒
ぼうかん

着
ぎ

は、原則
げんそく

登
とう

下校
げこう

時
じ

のみ着用
ちゃくよう

を認
みと

め

る。 派
は

手
で

なものは避
さ

け、状 況
じょうきょう

に応
おう

じたものを着用
ちゃくよう

する。 

(2) 体調
たいちょう

不良
ふりょう

等
とう

の場合
ばあい

を除
のぞ

き、原則
げんそく

校舎内
こうしゃない

では防寒
ぼうかん

着
ぎ

は着用
ちゃくよう

しない。

校舎内
こうしゃない

で防寒
ぼうかん

対策
たいさく

をする場合
ばあい

は担任
たんにん

に相談
そうだん

をする。 

(3) タオルは教
きょう

室内
しつない

に置
お

き、ポケットにはハンカチを入
い

れておく。 

(4) 通学用
つうがくよう

かばんは、手
て

提
さ

げかばん、リュックサック等
とう

とする。 

 ・ 肩
かた

からかけるタイプのスポーツバッグ（エナメルバッグ）は可
か

。 

 ・ 派手
は で

な模様
もよう

や装飾
そうしょく

は不可
ふ か

とする。 

(5) 通学
つうがく

靴
くつ

は派手
は で

な色
いろ

や柄物
がらもの

でない運動
うんどう

靴
ぐつ

とし、ハイカットの靴
くつ

は不可
ふ か

とす

る。上履
うわば

きは白
しろ

や黒
くろ

を基調
きちょう

とする派手
は で

でないものとする。 

５ その他
た

 

(1) 指輪
ゆびわ

、ネックレス、ブレスレット、アンクレット、ピアスなどの装飾品
そうしょくひん

（アクセサリー）は身
み

に付
つ

けない。腕
うで

時計
どけい

は派手
は で

にならないものとする。 

(2) まゆ剃
そ

り、ピアス、入
い

れ墨
ずみ

、化
け

粧
しょう

、マニキュアは禁
きん

止
し

する。 

 

※特別
とくべつ

の事情
じじょう

によりこの規程
きてい

によらず登校
とうこう

する場合
ばあい

は、保護者
ほ ご し ゃ

が学校
がっこう

に相談
そうだん

し、

許可
きょか

を受
う

ける。 
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Ⅳ 校外
こうがい

生活
せいかつ

 

１ 交通
こうつう

ルールやマナーを守
まも

り、交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼうし

に心
こころ

掛
が

ける。特
とく

に自転車
じてんしゃ

運転
うんてん

で

は、ヘルメットを着用
ちゃくよう

し、交差点
こうさてん

や踏切
ふみきり

等
とう

で一旦
いったん

停止
ていし

を守
まも

り、二人
ふたり

乗
の

り、

並列
へいれつ

運転
うんてん

はしない。 

２ 外出
がいしゅつ

するときは、「行
ゆ

き先
さき

」、「誰
だれ

と行
い

くのか」、「何
なに

をするのか」、

「帰宅
きたく

時間
じかん

」などを家族
かぞく

に必
かなら

ず伝
つた

える。日没
にちぼつ

までに帰宅
きたく

する。 

３ 夜
や

間
かん

外
がい

出
しゅつ

及
およ

び外
がい

泊
はく

は保
ほ

護
ご

者
しゃ

と一
いっ

緒
しょ

である場
ば

合
あい

のみ認
みと

められる。日没
にちぼつ

をもっ

て夜間
やかん

とする。（日没
にちぼつ

の目安
めやす

：２月
がつ

～９月
がつ

→18：30／１０月
がつ

～１月
がつ

→17：30） 

４ 友達
ともだち

付
つ

き合
あ

い、男女
だんじょ

交際
こうさい

については、高等部生
こうとうぶせい

としてふさわしい行動
こうどう

をする。 

 (1) 男女
だんじょ

１対
たい

１での外出
がいしゅつ

は慎
つつし

むようにする。 

(2) 異性
いせい

の家
いえ

には行
い

かないようにする。また異性
いせい

を家
いえ

に上
あ

げないようにする。 

 (3) 同性
どうせい

の家
いえ

（学園
がくえん

）に行
い

くときには、行
い

く家
いえ

（学園
がくえん

）の保護者
ほ ご し ゃ

に必
かなら

ず

了解
りょうかい

を得
え

る。保護者
ほ ご し ゃ

が留守
る す

の家
いえ

には行
い

かない。 

５ 遊技場
ゆうぎじょう

・その他
た

の出
で

入
い

りについては、鹿児島
か ご し ま

地区
ち く

生活
せいかつ

指導
しどう

連絡
れんらく

研 究 協
けんきゅうきょう

議会
ぎかい

での確認
かくにん

事項
じこう

に従
したが

う。 

             △･･･ 条
じょう

件
けん

付
つ

き ×･･･望
のぞ

ましくない 

 場
ば

所
しょ

等
とう

・内容
ないよう

 可否
か ひ

 備
び

      考
こう

 

１  登
と

山
ざん

 △ 保護者
ほ ご し ゃ

同伴
どうはん

 

２  キャンプ・サイクリング △ 保護者
ほ ご し ゃ

同伴
どうはん

 

３  映
えい

画
が

 △ 認
にん

定
てい

映
えい

画
が

に限
かぎ

る 

４ 
ゲームセンター 

ゲームコーナー 
×  
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５ 

 ローラースケート 

 スケートボード 

 キックスクーター 

△ 他人
たにん

に迷惑
めいわく

をかける場所
ばしょ

や路上
ろじょう

は禁止
きんし

 

６  テ レ ビ・雑誌
ざっし

等
とう

出
しゅつ

演
えん

 △ 学校
がっこう

の許可
きょか

が必要
ひつよう

 

７ カラオケボックス 
△ 

高
こう

校
こう

生
せい

入
にゅう

場
じょう

許
きょ

可
か

の店舗
てんぽ

に限
かぎ

る 

保
ほ

護
ご

者
しゃ

同
どう

伴
はん

 

８ 複
ふく

合
ごう

型
かた

娯
ご

楽
らく

施
し

設
せつ

 △ 上記
じょうき

４・７等
とう

の規定
きてい

を遵守
じゅんしゅ

する。 

９ 
漫画
まんが

喫茶
きっさ

 

 インターネットカフェ 
×  

※ 複合型
ふくごうがた

娯楽
ごらく

施設
しせつ

とは、ＲＯＵＮＤ１（ラウンドワン）などのような施設
しせつ

を指
さ

す。 

Ⅴ 許
きょ

可
か

及
およ

び届
とどけ

 

１ 次
つぎ

の事
じ

項
こう

については、前
まえ

もって学校
がっこう

への許
きょ

可
か

申
しん

請
せい

を行
おこな

う。 

(1) 自
じ

主
しゅ

通
つう

学
がく

（一部
いちぶ

区間
くかん

・全区間
ぜんくかん

） 

 ア 自主
じしゅ

通学
つうがく

をする場合
ばあい

は、保護者
ほ ご し ゃ

の責任
せきにん

の下
もと

で自主
じしゅ

通学
つうがく

の練習
れんしゅう

を行
おこな

い、

通学
つうがく

経路
けいろ

や時刻
じこく

等
とう

の確認
かくにん

を十分
じゅうぶん

に行
おこな

い、安
あん

全
ぜん

が確
かく

保
ほ

されていることが

前
ぜん

提
てい

とする。 

イ 自主
じしゅ

通学
つうがく

をする場合
ばあい

は一部
いちぶ

区間
くかん

、全区間
ぜんくかん

にかかわらず「自主
じしゅ

通学
つうがく

申請書
しんせいしょ

」並
なら

びに「自主
じしゅ

通学
つうがく

誓約書
せいやくしょ

」を提出
ていしゅつ

し、許可
きょか

された場
ば

合
あい

のみ自
じ

主
しゅ

通
つう

学
がく

を行
おこな

うことができる。 

(2) 携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

の校
こう

内
ない

持
もち

込
こみ

 

ア 学校
がっこう

への持込
もちこみ

は原則
げんそく

禁止
きんし

する。ただし、自主通
じしゅつう

学生
がくせい

に限
かぎ

り、学校
がっこう

に

相談
そうだん

して「自主通
じしゅつう

学生
がくせい

における携帯
けいたい

電話
でんわ

利用届
りようとどけ

」を提出
ていしゅつ

し、許可
きょか

された
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場合
ばあい

のみ持込
もちこみ

が認
みと

められる。 

イ 学校
がっこう

への持込
もちこみ

を許可
きょか

された者
もの

は、校内
こうない

に入
はい

る前
まえ

までに必
かなら

ず電源
でんげん

を切
き

り、

校内
こうない

では使用
しよう

をしない。 

ウ 学校
がっこう

への持込
もちこみ

については、校
こう

内
ない

での決
き

まりを守
まも

る。決
き

まりを守
まも

れなかっ

たり、マナーを守
まも

れなかったりした場
ば

合
あい

は、学校
がっこう

への持込
もちこみ

を禁止
きんし

する。 

（登校
とうこう

時
じ

に決
き

まりを守
まも

れなかった場合
ばあい

は、携帯
けいたい

電話
でんわ

を学校
がっこう

で預
あず

かり、          

保護者
ほ ご し ゃ

に直接
ちょくせつ

返
かえ

すこととする）。 

(3) アルバイト 

 ・ アルバイトは原則
げんそく

禁止
きんし

する。ただし、やむを得
え

ない事情
じじょう

がある場合
ばあい

は、

担任
たんにん

、学年
がくねん

主任
しゅにん

、学部
がくぶ

主事
しゅじ

等
とう

に相談
そうだん

し、必要
ひつよう

があると判断
はんだん

された場合
ばあい

の

み認
みと

める。 

(4) 自
じ

動
どう

車
しゃ

学
がっ

校
こう

に入
にゅう

校
こう

、又
また

は免
めん

許
きょ

を取
しゅ

得
とく

するとき 

ア 在学中
ざいがくちゅう

の原動機付自転車
げんどうきつきじてんしゃ

、または普通
ふつう

自動車
じどうしゃ

免許
めんきょ

取得
しゅとく

は、進路
しんろ

決定上
けっていじょう

免許
めんきょ

を取得
しゅとく

することが必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であると考
かんが

えられる生
せい

徒
と

にの

み認
みと

める。その際
さい

、許可
きょか

願
ねがい

を提出
ていしゅつ

し、学校
がっこう

が許可
きょか

した場合
ばあい

のみ認
みと

められ

る。 

イ 免許
めんきょ

の取得後
しゅとくご

は、卒業
そつぎょう

まで保
ほ

護
ご

者
しゃ

預
あず

かりとし、乗車
じょうしゃ

はしない。 

  (5) 身分
みぶん

証明書
しょうめいしょ

が必要
ひつよう

なとき 

・ 身分
みぶん

証明書
しょうめいしょ

は希望者
きぼうしゃ

のみ発行
はっこう

する。必要
ひつよう

な場合
ばあい

は、保護者
ほ ご し ゃ

が担任
たんにん

に届
とど

け出
で

る。 

２ 次
つぎ

の事
じ

項
こう

については、速
すみ

やかに学級
がっきゅう

担任
たんにん

に届
とど

け出
で

る。 

(1) 校内
こうない

の施設
しせつ

設備
せつび

等
とう

を破損
はそん

したとき。 

(2) 校内
こうない

で金品
きんぴん

を拾得
しゅうとく

、紛失
ふんしつ

又
また

は盗難
とうなん

にあったとき。 
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(3) 事
じ

故
こ

その他
た

、身
しん

辺
ぺん

に異
い

変
へん

が生
しょう

じたとき。 

(4) 交
こう

通
つう

違
い

反
はん

その他
た

により、警察
けいさつ

等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

から指導
しどう

を受
う

けたとき。 

(5) 欠
けっ

席
せき

や遅
ち

刻
こく

する際
さい

は、必
かなら

ず保
ほ

護
ご

者
しゃ

から学
がっ

校
こう

へ連
れん

絡
らく

してもらう。また、

自
じ

主
しゅ

通
つう

学
がく

生
せい

は事
じ

故
こ

等
とう

により遅
ち

刻
こく

する場
ば

合
あい

は、必
かなら

ず保
ほ

護
ご

者
しゃ

と学
がっ

校
こう

に連
れん

絡
らく

を

する。 
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